
／ 

¥.. 

2022.3. l_o_e 

この問題は， 2023年度一般選抜より新設する「共通テスト十一般 (C方式）」の個別試験をイメ

ージするために作成したサンプルであり，実際に出題される問題とは異な ります。

［早稲田大学教育学部］

総合問題（社会科）
（問題）

2 oxx年度

(Sample試験時間 90分間）

［出題の意図や狙い、入学者に求める力］

設問 1の趣旨

設問に含まれる歴史的背最や人口動態ならびにGDP等の知識は，それぞれ世界史，地理，政治経済

の科目に関連する基礎的内容であるだけでなく ，日ごろ書籍や新聞に触れることで得られる範囲のも

のである。本設問では， そのよう な知識の有無を個別・独立のものとして確認するのではなく，お互

いに関連づけることで他の時代・社会に応用する力を問うこと を意図している。また，グラフを正確

に読み取りつつ，リード文と関連づけて思考し，解答を導き出すという基礎的な論理的思考カ・表現

力を評価するものでもある。

設問 2の趣旨

データベース社会におけるプライバシー概念の変容を背最に， GPS捜査について考えさせる問題で

ある。 まず，文章を正確に読み解き， 把握された内容からの合理的な推論を行えるこ とが解答の基礎

となる。文章の記述に際しては，自分の考えを順序立てて構成し，適切に表現できることが求められ

る。 本問が取り上げた情報社会の問題をはじめ，日頃から社会での出来事に関心を持ち，積極的に知

識 ・情報を摂取して考察することが，より深みと拡がりのある論述につながるだろう。
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設問 1 (50点）

14世紀に英国を含む欧州全体で，黒死病が大流行した。当時は有効な治療法が存在しなかったため，多

くの感染者が犠牲となった。この時期の英国は他の欧J11諸国と比較して経済的に発展していたわけではな

く，その主要産業は農業であった。このような中で，黒死病の大流行は，英国に住む人々の暮らしにどの

ような影響を与えたのであろうか。

以下のグラフは， 1270~1410年の英国の人口と一人当たり GDPの推移を示している。グラフに示された

人口の推移と一人当たり GDPの推移の特徴を説明したうえで，人口の推移が人々の暮らしにどのような影

響を及ぼしたかを，その理由とともに 15 0字から 25 0字で説明しなさい。
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出典） Broadberry, S. et al. (2015), British Economic Growth 1270-1870, Cambridge University Press 

より 作成。

※ここでの英国は正確にはイングランドを指す。

※人口，一人当たり GDPはいずれも推計値。

※一人当たり GDPは GDP（国内総生産）を人口で割った数値であり，人々の暮らしの水準を表す指標の

一つ。ここでの数字は 1700年を100に基準化している。
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設問 2 (100点）

GPSとは，人工衛星により地球上の現在地を把握するシステムである。技術開発により GPS端末が小型

化し，普及が進んだことで，警察が GPS端末を容疑者の自動車やバイクに装着してその足取り を追うなど，

捜査に活用する事例も生じた。このような特徴をもった GPSに関連する資料 1, 資料 2, 資料 3を読み，

下の問 1から問3までの 3つの問いに答えなさい。

問 1 ［資料 1】の内容に適合的なもの，あるいは同資料の内容から合理的に推測できるものを次の選択

肢から2つ選び，解答欄に記入しなさい。

ア 「一人で放っておいても らう権利」は鈍痛系のプライバシーにかかわる権利である。

イ 個人の発展の機会が確保され，民主的な社会が妨げられないようにするためには，情報公開制度

が必要である。

ウ データベース社会の究極的な実現形態においては，自分の情報をコン トロールする権力を個々人

が獲得できるようになる。

工 激痛的か鈍痛的かを問わず，プライバシー問題の根底には私事が他者に知られることへの否定的

反応が存在する。

オ ドイツの国勢調査判決の示すような統合情報システムが構築された社会では，ビッ グデータの活

用による人間活動の制御が容易になる。

問2 ［資料 2】は， GPS捜査の違法性に関する最高裁判所の判決文の一部である。この資料で示 された

GPS捜査に対する評価は，［資料 1】にいう「『鈍痛』問題」 を意識したものといえるだろうか。この

問いに対するあなたの答えを，「鈍痛」問題とはどのような問題であるかを示したうえで，理由 とと

もに 15 0宇から 200字で書きなさい。

問3 ［資料2】にあるように最尚裁判所は，GPS捜査を従来の手法とは異なり ，公権力による私的領域

への侵入を伴 うものとしている。もちろん，このような認定は， GPS捜査が不可能であることに直結

するわけではない。では， GPS捜査の今後を，私たちはどのように展望してゆけばよいであろうか。

前問での解答を出発点として，［資料 1】の内容および［資料 3】に示す前提事実をふまえ，あなた自

身の考えを400字から 600字で述べなさい。その際，あなたとは異なる立場に配慮して，説得力

のある説明を行うこ と。
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【資料 1】

データベース社会に特有のプライバシー問題とは何か。果たしてそれは，情報通信技術が現在のように

飛躍的に発展する以前のプライバシー問題と何が違うのか。

あえて比喩的に表現すれば，伝統的なプライバシー問題が「激痛 (acutepain) にかかわるものである

とすれば，データベースが提起する新しいプライバシー問題は 「鈍痛 (dull pain) にかかわるものであ

るように思われる。

まず前者について見れば，例えば1890年のワレンとブランダイス論文が典型的なプライバシー侵害事案

としたのは，イエロージャーナリズムによる ヌード写真を含む 私生活上の秘密の公開・暴認であ

ったが，これは明らかに，羞耽心や屈辱慇など，強く激しい精神的苦痛を被害者に与えるものであった。

また， 1960年代の情報プライバシー権論を牽引したフリードの議論（中略）も，実際には「激痛」系の問

題を取り扱う ものであったよう に考えられる。フ リードの謡論は，プライバシーの権利を， 「尊璽，愛，

友情，信頼という〔人間にとって］最も基本的な目的及び関係」にとって不可欠な条件であるとか，「も

しそれがなければほとんど人間でありえないような関係 愛，友情，信頼の関係 にとってなくては

ならない環境」と捉えた上で，電子盗聴器など私生活を盗み聞きする「敗り付け型」装置が，愛・友情・

信頼で結ばれた基本的人間関係を具体的・直接的に阻害することを問題視したのである。ちなみに，この

ような「激痛」系のプライバシー権論が生まれた背景には，それぞれ，カメ ラ技術，盗聴技術等，科学技

術の劇的な発展がある。

これに対して，近年の高度情報技術の劇的な発展と，そのデータベースヘの応用がもたらすプライバシ

ー問題は，「激痛」というより も，長期にわたって持続する，鈍く璽苦しい痛み，すなわち「鈍痛」とい

う語彙によって特徴付けられるよ うに思われる。よく 指摘されるように，我々は尚度にネットワーク化さ

れたデータベースにおいて，自分の情報が， どこに， どの程度，いつまで保存されているのか，ネットワ

ーク上をどのよ うに飛び交い，誰にどのよ うに扱われるのかを正確に知るこ とができない。 データベー

スにおける情報の流れは，我々情報主体にとって基本的に不可視で，具体的に捕捉する ことができないの

である。我々が，このような茫洋たるデータベースを前に受け取る《不確実性〉〉は，確かに，先述したよ

うな「激痛」を生じさせるものではないが，それがもたらす実質的不安は，鈍痛となって我々の行動に

様々な影響を与え うるように思われる。

このようなデータベース問題について，例えばアメリカの情報法学者であるソロブは，具体的にどこか

が悪いわけではないが，徐々 に， しかし確実に人々から力を奪い取る身体の「免疫機能の低下」に似てい

ると表現しているが， これもいま述べた 「鈍痛」と ほぼ同じ意味と理解してよいであろう（中略）。 ま

た，「統合情報システムが構築された場合は， ••••個人関連データと他のデータ集合体を結合することに

よって，部分的あるいは完全な人物像を作り上げること も可能になる。 しかも，当該個人はその正確さや

利用を充分にコン トロールすることができないのである。こうして従来知られていなかった方法で，監視

され影署される可能性が増大する。それは公の関心といぅ心埋的な庄力を通し丸個人の行為態様に影響

を及ぼし得るのである」，とか，「逸脱した行為様式が常に記録され，情報として永続的に貯蔵•利用・継

続されるのではないかと不安に思う者は，そのような行為形式によって人目を惹かないように努めること」

になり，「個人の発展の機会」のみならず「公共の福祉」（民主的な共同社会）も妨げられる（傍点筆者）

などと述べるドイツ連邦憲法裁判所の国勢調査判決（中略）も，データベースに特有の「鈍痛」問題を的

確に描き出しているように思われる。
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以上のように見ると，データベース，あるいは高度情報技術の発展によってもたらされるプライバシー

問題は，私事が他者に知られることへの否定的反応を根底に持つといった点で，伝統的なプライバシー問

題と類似性•関連性を有してはいるが，一応それとは異なる〈（問題〉〉として理解される よう に思われる。

後述のように，この区別は重要である。両者を混濁することは，「激痛」ではなく 「鈍痛」に苦しむ患者

に対し，まったく見当外れの処方箋を出してしまうことにもつながるからである。

（山本龍彦 (2017)『プライバシーの権利を考える』信山社， 48-50頁，強調は著者による）

※イエロージャーナリズム

煽情的な記事などを掲載して読者の興味を喚起し，発行部数を伸ばそうとする新問・雑誌。 19世紀後

半から 20世紀初頭にかけて欧米の大都市を中心に登場し，その後センセーショナルな報道の代名詞

となった。

【資料2】

GPS捜査は，対象車両の時々刻々の位置情報を検索し，把握すべく行われるものであるが，その性質

上，公道上のもののみならず，個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わる ものも含め

て，対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。このような捜査手法は，

個人の行動を継続的，網羅的に把握することを必然的に伴うから，個人のプライバシーを侵害 し得るもの

であ り， また，そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着するこ とによって行 う点に

おいて，公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり，公権力による

私的領域への侵入を伴うものというべきである。

（最閑裁判所大法廷判決平成29年 3月 15日最尚裁判所刑事判例集71巻 3号 13頁）

出典：https://www.courts.go.jp/app/files/hanreijp/600/086600_hanrei.pdf

【資料3】

前提事実

① 個人情報保護法や情報公開法は警察の集めた捜査情報には適用されない。

② 警察が保持する情報を規律する法律は存在 しない。

③ 警察行政は内閣から独立した国家公安委員会によって統制されている。

④ GPS捜査は尾行や張り込みと異なり，費用と人手の面でのコストが低い。

［以 下余 白］
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